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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

１．審査請求料の返還について 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 パテント NEWS VOL.13（2006 年 7 月 14 日配信）で予告致しましたように、審査請

求料の全額返還制度が運用されることになりました。 

 本制度は、特許法等関係手数料令の改正法に基づく制度であり、施行日（2006 年８

月９日）より１年間だけ運用されます。 

 具体的には、施行日より1年以内に特許出願の放棄または取下げを行うことにより、

出願日や審査請求日にかかわらず、審査請求料が全額返還されることになります。例

えば、８月９日以降に出願し審査請求したものであっても、期間内に取り下げ放棄が

行われれば、全額返還の対象となります。なお、返還を受けるためには、取り下げ放

棄の手続に加えて、返還請求手続が別途必要になります。返還請求手続は出願の取下

げ又は放棄から６月以内にする必要があります。 

 ただし、本制度は従来から存在する審査請求料手続返還制度（特許法 195 条９項）

の特例にすぎません。一度でも拒絶理由通知等を受けた場合には返還対象となりませ

んので、ご注意下さい。 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

２．平成１８年改正法の概要（２） 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 平成１８年法改正では、各法とも重要な改正がありましたので、その概要をご報告



 

させていただきます。 

 前回特許法の分割出願の改正をご紹介致しましたが、今回は商標法の改正について

ご紹介致します。 

１． 平成１８年改正により、商標の指定役務として「小売及び卸売業」を指定する

ことが可能となります。 

２． 現行の制度では、小売・卸売業者が提供するサービスは、「商品の販売等に付

随的に行われるものにすぎず、独立して商取引の対象とならない」と判断されて

おり、小売・卸売業者の方は、自社の標章やマークを役務商標（サービスマーク）

として登録することができませんでした。 

   このため、小売・卸売業者の方が商標を取得する場合、自己が販売する商品を

指定商品として商標登録を行っていましたが、実際に販売している商品は、他の

メーカーが製造した商品であり、小売・卸売の実情に合っていないという問題が

ありました。 

３． 今回の改正により、小売サービスを、「小売及び卸売の業務において行われる

顧客に対する便益の提供」として商標法上の役務とみなし、役務商標（サービス

マーク）の指定役務とすることができるようになりましたので、小売卸売の実情

に即した商標権の取得が可能となります。 

４． 具体的には、商品を取り扱い販売する小売及び卸売業に関するものであれば、

デパート、コンビニエンスストア、家電量販店などの総合小売店や、靴屋、本屋、

八百屋などの専門店等が商標登録をすることができます。 

   また、通信販売事業者、インターネット販売事業者なども対象となります。 

５． ただし、今回の商標権の取得にはいくつかの注意点があります。 

（１） 施行日から３ヵ月間に小売サービスを指定する出願同士は同日出願とし

て処理する。 

（２） 上記期間中に出願された出願同士が競合する場合、施行日前から使用して

いる等の一定の条件を満たす場合には、使用者が未使用者に優先して登録さ

れる。しかし、使用者が複数ある場合は、重複して登録を行う。 

（３）  商標権を取得できても、施行日前から使用している業者（一定の条件を満

たす者）には権利行使が制限される。 


